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ABSTRACT:Thepurposeofthispaperwastosurveythequalificationofclinical

psychologlStinourcountry･ Recently,thesocialneedf♭rcounselingandpsychologlCal

supporthavebeenincreaslngdaybyday･ Butclinicalpsychologisthasnotbeenableto

getanynationalqualificationyet･ Thereasonsforthisphenomenonwereasfollows:

(1)Clinicalpsychologistshaveworked in variousworkplaces,sotherearesome

complicatedadministrativeproblemsbeinggotover･

(2)Theeducationalprogram fわrclinicalpsychologistisnotestablishedenough･

(3)Inourtraditionalculture,thegeneralideaofchargedpsychologicalaidisnotfamiliar

enough･

Atlength,thenegotiationbetweentheMinistryofPublicWelfareandtheUnionof

ClinicalPsychologistbeganonlyafewmonthsago･ Wehavetowatchtheturnofthis

eventcarefully.
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は じ め に

わが国において,心理学を専攻 し,｢心の

問題｣ の相 談 活 動 にたず さわ る C1inical

psychologist(以下 CPと略記する)は,特定

の公的に認められた呼称 をもたず,心理臨床

家,心理療法家,心理相談員,臨床心理技術者

等,さまざまな呼び名で呼ばれてきた｡ 現在,

一般に最もよく知られているのは,カウンセ

ラーという呼び名であろう｡

このようなCPの働いている職域は,医療機

関 (精神科が中心であるが,心療内科や小児科

等にも在勤している),精神保健センター,児

童相談所,教育相談機関,中学校や高等学校内

の相談室,大学の学生相談室,少年鑑別所,少

年院,企業内の相談室,個人開業等々,きわめ

て多岐にわたっている,そのため,行政レベル

では,厚生省,文部省,法務省,労働省等,い

くつもの官庁の監督下に分散して所属する形と

なっているのが現状である｡

わが国において,CPの公的資格制度の制定

が長年にわたって求められ続けながら実現に至

らなかった背景には,まず,この多岐性の問題

が横たわっているのは周知の事実といえよう,

一般に ｢タテ割 り行政｣と呼ばれるわが国の行

政の形態のなかで,多くの省庁にまたがって存

在するCPの業務をひとつの資格でくくること

はきわめて困難であろう｡ また,各省庁の傘下

には,いくつもの既存の職能集団が活動してお

り,それらの業務内容とcpの業務内容との間

に整合性をもたせるためには法律的にも実務レ

ベルでも容易ならざる作業が必要なことも事実
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であろう｡これらの難問をクリアするには相当

な時間がかかることは火を見るより明らかなこ

とと考えられる｡

それに加えて,CPの養成 という面にも,ま

だまだ不備なところが多いという現実をもわれ

われは直視せざるを得ないのである｡ 確かに,

大学の心理学科はかな り長い歴史を有 してい

る｡ 心理学科 をもつ 4年制大学の数は相当多

く,昨今,受験生が多 く集まることも事実であ

る｡ 受験生にとって心理学とは ｢人気のある｣

分野なのである｡ しかし,4年制大学の心理学

関連の学科のなかで,CPの教育 ･訓練にとっ

て不可欠な ｢臨床心理学｣の講座を備えた大学

は,思いの他少ないのが現実である｡ そのため

｢カウンセラーにな りたくて心理学科へ入学 し

たのに,習うことは実験心理学が中心で,人間

の心にかかわる勉強をしているという気がしな

い｡どうも進路の選択をあやまったようだ｣と

いった嘆きを耳にすることもめずらしくなかっ

たのである｡

ひとくちに ｢心理学｣といっても,そのなか

には,学習心理学,発達心理学,社会心理学,

人格心理学,臨床心理学等々,さまざまな領域

があり,各領域のなかにも細分化された領域が

いくつも存在するのが現実である｡ わが国の大

学の心理学科の主流は,伝統的に実験系の心理

学によって占められてきた｡これは,西欧にお

いて19世紀に,心理学が哲学から離れ,自然科

学的な方向へ とモデルチェンジをはかって以来

の伝統である｡ 当時の自然科学の目覚ましい台

頭のもとで,心理学 も内省や思弁という古典的

な方法を切 り捨て,客観的な測定の対象となり

得るような事象 (行動)のみを研究対象とする

ことで発展 してきたわけである｡

現在の臨床心理学の隆盛は,心理学自身の内

部から生 じたというよりも,フロイトやユング

といった精神科医によって開拓 された ｢無意

識｣の研究の影響を受けて始まったといっても

過言ではあるまい｡ (勿論,心理療法のひとつ

の技法である ｢行動療法｣は,学習心理学の理

論に基づ くものであるが｡)

筆者自身は,そのような心理学の各領域のこ

とについて殆んど知らぬまま ｢心理学とは人間

の心を理解するための学問なのだから,文学的

な香 りのするものにちがいない｣との莫然たる

期待を抱いて心理学を専攻 した者である｡ とこ

ろが,いざ教科書を開いてみると,そこに記載

されている内容は文学の香 りなどとはおよそ縁

のない "無味乾燥"に感 じられる事項ばかりで

あった｡確かに,実験系の基礎的な心理学を学

んでお くことも大切なことではあろうが,筆者

自身の心が求めていたものとは大きくかけはな

れていたのも事実であった｡その失望と異和感

は,臨床心理学の実習でカウンセリングや箱庭

療法などに触れるようになるまで続いていた｡

臨床心理学の実習に触れて,初めて筆者は自分

が探 し求めていた ｢心理学｣に出会えたという

気持ちになり,そのまま大学院-進学 し,その

後,精神科領域で働 くcpとなったのである｡

今からふ り返ってみると ｢文学の隣村に住むつ

もりだったのに,気がつけは思いもよらず精神

医学の隣村に,住民票のないままひっそり住み

ついていた｣ とでもいえそうな気がするのであ

る｡

幸い,筆者の出身大学 ･大学院には臨床心理

学の講座があり,当時としてはきわめて恵まれ

た条件のもとで教育 ･訓練を受けることができ

たが,もしそのような講座のない大学-入学 し

ていたならば,果たしてこの道を歩むことがで

きていたであろうか｡臨床心理学の教育 ･訓練

を受けぬまま心理学科卒業ということで精神科

など-就職 した人々のなかには,現場で患者さ

んに直面 してどう対応 してよいかわからず,医

師をはじめとする他専門職種の人々より ｢大学

を卒業 したといっても,CPは何 もできないで

はないか｣｢CPとは,あまり役に立たない,

居ても屠なくてもよい存在だ｣といった否定的

評価を受けてしまい,本人自身が職場に適応で

きなかった例 も枚挙にいとまがないのである｡

また,そのような先人見が出来上がってしまう

ことで,後に就職 した CPに機会が与えられに

くくなる傾向もあったわけである｡ また,その
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ような否定的な先人見を,地道な努力によって

少しずつはね返 し,それなりの実績を積んだ場

合にも,｢国家資格がないため,待遇に困る｣

という理由で,前途をふさがれてしまうケース

も稀ではなかったといえよう｡

しっかりした国家資格 を求めるためには,ま

ず,cp自身が全体 として力量を高めることが

必要であるのは言うまでもないことである｡ も

し｢確かに有能な人材もいるが,役に立たない,

むしろ患者さんにとってマイナスになりそうな

人材もいる｣と言われて しまえば,周囲の信頼

を得ることは困難であろう｡ そのため,CPの

資格化を求める関係諸団体が第一義的な課題と

して全力をあげて取 り組んできたのが,研修の

機会を増やすこと,その内容を充実させること

であったのである｡ この努力は,現在も継続中

であることは言うまでもないことである｡

以上のような事情に加えて,わが国の文化や

風土というものも,CPの国家資格化を遅らせ

る日に見えない要因となっていたのではないか

と推察される｡ わが国においては ｢形のない心

の相談に対 して,きちんと契約を交した上で料

金を払う｣ということが,歴史的にみても馴染

みにくいように思われるのである｡ 確かに,

｢習い事｣｢稽古事｣という知識や技術の伝授に

対 しては,｢謝礼｣を払うのが当然とされてい

る｡ また,｢祈祷｣ ｢お破い｣ ｢占い｣といった

超常的な救済に関する行為に対 しては ｢お礼｣

｢お供え｣がなされるのが普通である｡ しかし,

知識や技術の伝授でもなく,超常的次元の救済

にかかわるものでもない,ただ ｢話し合って相

談にのる｣というような行為 (その内部で生じ

ているさまざまな無意識の動きは外からは判ら

ない)に対 しては,むしろ ｢無償であるのが当

たり前｣と考えるのが普通であったように見受

けられる｡ 昔は,そのような悩み事の相談は,

親族のなかの年長者,村の長老,お寺の和尚さ

ん,落語に出てくる ｢横町のご隠居さん｣など

が行っていたのであろう｡

｢個人的に親 しくもない赤の他人に,料金を

支払ってまで話を聞いてもらおうとは思わな

い｣｢困っている人や悩んでいる人から料金を

取るような人は,本当に親身になって話を聞い

てくれるのだろうか｣といった素朴な疑問は,

今なお世間では時々耳にする言葉である｡

しかし,現代社会においては,昔のような濃

密な親戚づきあい,近所づきあいといったもの

が減少 しており,身近なところに相談相手を確

保すること自体がむずかしくなっている｡ その

上,産業構造の急激な変化,人間関係の質的変

化などによる心理的なストレスは増加の一途を

辿っている｡常識的な助言のみでは,どうにも

解決の糸口がつかめない問題も増えている｡ そ

のため,｢心理的な問題の相談にのる専門家｣

に対するニー ドが急速に高まってきているの

は,否定できない現実であると見なせよう｡

ただ,その ｢専門家｣をどのようなレベルの

ものに規定するかは重要な検討課題であろう｡

少なくとも,人間の心のメカニズムやダイナミ

ズムについての多面的な知識 とコミュニケー

ションの技術を備えていなければならないこと

は言うまでもないが,その上に,その人自身の

人生経験や人間性 (他者の心に対する共感能

力,受容能力,現実吟味能力,柔軟性,決断

力,倫理感等々)といったものが大きく関与 し

て くるのが,この領域の特徴であるといえよ

う｡ もちろん,どのような職種であってもそれ

らは重要であろうが,この領域ではとりわけそ

れらが知識や技術と不可分にからんでくるのは

周知の事実ではないであろうか｡このあたりの

ことを深 く追求しはじめると,一体どのような

方法でそれらを評価することができるのかとい

う "永遠"の大問題にまで行き着いてしまいそ

うである｡

この間題についてはこれ以上言及することは

避けるとして,ここでは,わが国においては

｢心の問題の専門家｣というもの-の万人が共

有できるイメージがまだ未確立であるというこ

と,そしてそれが資格化を遅らせてきた目には

見えない背景のひとつになっているのではない

かということを確認するにとどめたい｡

本稿を執筆している1994年12月現在,厚生省
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とCPの職能団体である臨床心理士会 (この成

り立ちについては後述する)との間で,固家姿

格の制定に向けての話し合いが本格的に行われ

ることになった｡事態は刻々と動きつつあり,

本稿が活字になる頃には,また新たな局面が展

開していることも充分に予想されるところであ

る｡このきわめて流動的な状況のさなかで,ひ

とりの CPとしての筆者自身が知る範囲で資格

問題の経緯について報告 し,筆者自身の考えを

述べてみたい ｡

わが国における CPの資格問題の歴史

わが国において CPの資格問題がどのような

経過を辿ってきたかについて,資料をもとにご

く簡単にふり返ってみたい｡事実関係について

の本節および次節の記述は,全て文献l)2)3)か

らの抜粋 ･要約である｡

世界で初めて CPの公的資格制度が誕生 した

のは,1951年のアメリカにおいてであった｡そ

の直後から,わが国においても心理学関係の諸

学会 (日本応用心理学会,日本教育心理学会,

日本心理学会など)の手で,｢心理技術者資格

認定機関｣を設立すべ く運動が行われた (1953

年～1963年)｡ その過程のなかで,資格問題を

最優先課題として ｢日本臨床心理学会｣が設立

され (1961年),｢心理技術者資格認定委員会｣

による CPの審査業務が開始される見通 しと

なった (1969年)｡

ところが,その時期は ｢70年安保闘争｣の時

代であり,精神科医療を根底から問い直すとい

う疾風怒涛のような運動が湧､きおこり,そのな

かで CPの資格問題 も根本的な自己批判と見直

しを迫られ,事実上中断することになったので

ある｡

筆者自身が臨床心理学を学び始めたのは,こ

の嵐の時期の直後であった｡そのため,この時

期を体験 した先輩たちの苦闘や苦悩については

わずかに伝え聞くのみであった｡嵐の後の沈黙

の時代であったためか,当時の筆者は資格問題

について声高に語られるのを耳にした記憶はな

いのである｡初心者である筆者らは,そのよう
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なマクロな視座に立つすべもなく,ひたすら目

の前のひとつひとつのケースに取 り組むのに必

死であり,それ以外のことに日を向けるゆとり

などなかったのも事実であった｡

そのような時代がしばらく続いた後,資格問

題で大きく揺れた既存の ｢臨床心理学会｣とは

別に,新たに ｢心理臨床学会｣が設立され,多

数の会員がそこに参集するようになった (現在

の会員数は約6,000名)｡ 新 しく設立された ｢心

理臨床学会｣では,CP自身の実践能力を高め

ることに主眼がおかれ,年に一度の大会では,

ひとつの事例の発表とその検討に2- 3時間の

時間枠 を与えるという,従来の学会発表のイ

メージを大きく打ち破る運営方針が採用された

のであった｡この徹底 したケース ･スタディの

重視は,この学会の基本的な姿勢として現在 も

継承されている｡

このような CPの力量を高める努力の傍ら,

資格問題を改めて取 り上げてゆくため,6年後

の1988年に,この学会を中心として計16の関係

学会の総意のもとに ｢日本臨床心理士資格認定

協会｣が創立されたのである｡その認定協会の

｢目的｣は ｢本会は,我が国の臨床心理学的諸

技法の進歩と正当な社会的適用に資する諸事業

を行うとともに,学校 ･教育相談機関,医療保

健 ･福祉機関等の諸機関に従事する者の心理臨

床活動における資質の向上を図り,もってその

健全な発展に寄与することを目的とする｡｣ と

定められている｡ すなわち,近代社会では,辛

門家を一定の水準で規制して ｢その専門的仕事

のもたらす利益を受けようとする一般市民を保

護するために資格制度を確立する｣ことが必要

と見なされているため,とりあえずみずからの

手で資格を設定したわけである｡

認定協会の手によるCPの資格審査は,当初

は現任者を対象とする書類審査から始まり,現

在では書類審査 と試験による審査 (面接 を含

む)の二本立てで施行されており,1996年度か

らは試験による審査のみになる予定である｡ 筆

者自身は,初年度に書類審査を受け ｢臨床心理

士｣ (certifiedclinicalpsychologist)の資格を取
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得している｡なお,この資格制度の特徴は,一

度取得してしまえば終生それが保持されるわけ

ではなく,5年ごとに見直しが行われる点であ

る｡ すなわち, 5年間に一定以上の研修を受け

たり研究発表を行っていない場合には,資格の

更新が認められないという厳しいものである｡

これは,生涯学習という観点から,有資格者の

力量を高めるために自己研鉾を積むことが義務

づけられているということである｡

試験による審査を受けるための申請資格基準

は,以下の5つの条件のいずれかに該当するこ

とである｡

1.学校教育法に基づ く大学院研究科におい

て,心理学を専攻する博士課程前期課程又は修

士課程を終了後 1年以上の心理臨床経験を有す

る者｡

2.学校教育法に基づ く大学院研究科におい

て,心理学隣接諸科学を専攻する博士課程前期

課程又は修士課程を終了後 2年以上の心理臨床

経験を有する者｡

3.諸外国で上記 1又は2のいずれかと同等

以上の教育歴及び2年以上の心理臨床経験を有

する者｡

4.医師免許取得者で,取得後 2年以上の心

理臨床経験を有する者｡

5.学校教育法に基づ く4年制大学学部にお

いて心理学又は心理学隣接諸科学を専攻し卒業

後 5年以上の心理臨床経験を有する者｡)

さて,設立当初は認意団体に過ぎなかったこ

の認定協会は,1990年に文部省より公益法人の

許認可を得て ｢財団法人日本臨床心理士資格認

定協会｣となり,今日に至っている｡ ここに,

資格問題はひとつの進展をみたわけであるが,

この文部省の許認可に対 して,早速,厚生省か

ら抗議文が出されたのである｡ 厚生省の抗議の

趣旨は,(1)財団の目的及び事業から,医療保

健 ･福祉等の厚生省所管に関わるものを削除す

ること (2)｢臨床｣という文字は医学用語であ

るので,｢臨床心理士｣という資格の名森を改

めること,であった｡さらに厚生省精神保健課

は,みずからの手でCPの資格問題を検討する

ため,医師 (10名)のみをメンバーとして ｢臨

床心理技術者業務資格制度検討会｣ を発足させ

たのである｡ この検討会は,1990年12月から

1994年 3月までの間に,約 2年間のブランクを

はさみながら計10回開催され,終了となった｡

その間,メンバーに臨床心理士 (6名),と看

護婦 (士)(2名)が加わったり,名称の変更

などがあった りした｡また,1993年 7月から

は,具体的な業務内容を検討する目的で新たに

｢小委員会｣が作られた｡小委員会で検討され

た最大のポイントは ｢臨床心理業務は医行為に

該当するか否か｣という点であったという｡ こ

の難問に対 して小委員会が出した見解は,｢精

神医療分野 (場)で傷病者を対象とする限りに

おいて,臨床心理業務は医行為に該当しうるも

のが存在する可能性が高いものと考えられる｣

というものであった｡これを受けて,1994年 3

月30日,｢臨床心理技術者業務資格制度取 りま

とめ (莱)｣が提出され,検討会は幕を閉じた

のである｡

このような厚生省の動きに対して,臨床心理

士会4)(｢臨床心理士｣の資格を取得 した者が

加盟する職能団体であり,現在,約3,500名の

会員が所属 している),心理臨床学会は,それ

ぞれの立場で慎重に成り行きを見守ってきたよ

うに見受けられる｡ 筆者の周囲でも,この厚生

省の資格問題への取り組みに対して高い関心を

持っている臨床心理士 (多く√は医療機関に勤務

する者)もいれば,ほとんど関心がない臨床心

理士 もお り,改めて,CPの働 く場の多岐性

と,相互の交流の乏しきを痛感せざるにはいら

れなかったのである｡ 厚生省傘下で働 くCPの

うち,国家資格化の早期実現を目指す人々は

1993年6月に ｢全国保健 ･医療 ･福祉心理職能

協会｣を設立し,積極的に厚生省との交渉に臨

んでいた｡

厚生省精神保健課の動きが急ピッチで進んだ

のは,1994年10月からであるように見える｡ 10

月～11月にかけて,｢心理士の国家資格化の検

討のための一つの選択肢｣として, 2つの未定
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稿と1つの試案が非公式の形で関係諸団体に示

されたのである｡ これらの案は,多 くの臨床心

理士に強い衝撃を与えるものであった｡詳細は

省略するが,これらの案が もし実現すれば,

cpは医師の下で しか仕事をすることがで き

ず,学歴は高卒後 3年間の専修学校卒でよいと

いうことになるのであった｡厚生省の案と臨床

心理士自身の求めるものとの間には文字通 り

"深くて広い川"が横たわっていたのである｡

ともあれ,このような厚生省の動きに対応す

べく,臨床心理士会,認定協会,心理臨床学会

の3団体間での体勢づ くりがなされ,厚生省と

の間で本格的な交渉が開始されたのは11月末の

ことである｡ この時点での合意事項は,"精神

保健課は臨床心理士会を当事者団体の中核とみ

なし,同会が関連諸団体の意向を調整 し,資格

に関する具体案を示すならそれを受けとめる用

意があること,具体案提示の柱は,臨床心理業

務の専門性,そして職域性を明確にすること"

等であるという｡

ここにおいて,CPの国家資格化の動きはよ

うやくひとつの軌道にのりつつあるという期待

を,筆者らは抱いている｡ ただ,問題は,どの

ような資格が作られるのかということである｡

たとえ国家資格が制定されたとしてもそれに

よって CPの仕事が逆に大きく制限されること

になった り,学問的発展がはばまれることに

なっては困るからである｡ 医療機関の内部にお

いては医行為および診療補助行為との関係がど

うなるのかという問題,医療機関以外の場で行

う心理相談にまで厚生省資格の枠が及ぶのかと

いう問題,現存の CPは殆んど全員が4年制大

学卒以上の教育歴を有しているのにもかかわら

ず,新たに専修学校を作って教育歴の短い CP

を養成する必要がどこにあるのかという問題

等,検討されるべき課題は山積 していると見な

せよう｡

筆者自身を例にとると,筆者の経歴は精神科

領域での仕事5)がその大半を占めているが,そ

の他に,学生の相談にのったり,行政機関内の

相談室に非常勤で勤務 したり,不登校対策など
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教育相談活動にたずさわったりと,文字通 りい

くつ もの分野で CP としての活動を行ってき

た｡精神科領域とそれ以外の領域の最大の相違

点は,前者においては,医師の診察を経た上

で,精神医学的治療の他に臨床心理学的援助

(具体的には,その人の "病気"の部分以外に

かかわることが多い)をも併行することが必要

とみなされ,患者さん本人もそれを望んだケー

スが紹介されてくることになる｡ その場合は,

最高責任者である医師の抱括的指示のもとで仕

事を行い,与えられた枠のなかで自分の専門性

を発揮するという形になるのが普通である｡ こ

の場合は,基本的に主治医との間に一定の役割

的信頼感が醸成 されていることが前提 となろ

う｡ どのような主治医も自分が信頼するに足 り

ないと感 じるCPに,患者さんとの面接を委ね

る気にはならないであろう｡ 患者さんを紹介 し

てもらえるところまでの信頼を獲得するのが一

仕事ではあるが,その形態が整えば,cpとし

ては護られた枠の内で安心 して面接に専念でき

るという利点があることは言うまでもないこと

である｡

しかし,医療機関以外の場においては,どの

ような来談者に出会うかは,まさに ｢ふたを開

けてみなければわからない｣という面がある｡

本来は精神科を受診されたほうがよいと考えら

れるケースが CPのもとへ来談されないという

保証は全くないからである｡ 人間は医療機関に

かかることによって診断名がつき,患者という

立場になるのであって,医療機関を訪れなけれ

ば患者にはなりようがないのが現実である｡ そ

のため,医療機関以外の場で仕事をするCPに

要求されるのは,自分がひきうけるべきケース

と,すみやかに医療機関を紹介すべきケースの

識別をきちんと行う能力を備えることではない

かと筆者は痛感 している｡ その能力が乏 しい

と,医療機関に紹介すべきケースを自分でかか

えてしまい (それで良い結果がでれば特に問題

にならないが),結果的に病状の悪化をくいと

められなかったような場合には相当の批判をう

けることを覚悟せねばならないであろう｡ 精神
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科医の多 くが,CPに対 して抱 く危倶の最大の

ものはこの点にあるのではないであろうか｡筆

者自身は,この識別に関 してはできる限 りの注

意を払い,慎重の上にも慎重を期すようにして

いる｡ ただ,cPには基本的に診断権はな く,

その面の教育 ･訓練 もきわめて不充分であるの

が現状である｡ 筆者の持論は,CPは早急にこ

の面での力量を高める教育 ･研修に力を注 ぐべ

きではないかということである｡ これは,紙の

上の学習で学べるものではないように思う｡ や

はり一定期間の精神科での実習や実践経験が不

可欠であろう｡ 勿論,cpは精神医学的診断に

追随するだけではなく,独 自の人間理解の視野

を拓 くべきであるが,精神医学的診断に関して

もあまりにも "素人"のままであることは許さ

れないのではないだろうか｡医師並みにそれに

精通することは無理であろう｡ ただ,共通の基

盤に立ってコミュニケーションができるために

一定の水準まではそれについて理解できるよう

になっておくことが,医師をはじめとする関係

者からの信頼を得る上で不可欠であると考える

のである｡

CPに上記のような能力が備われば,｢医師

のいない場で心理相談を行 うことは危険を伴

う｣という非難 もおそらく解消されるのではあ

るまいか｡現実に,何 らかの心の悩みを抱えて

心理相談の場を訪れる人の全てに,予め精神科

医による診断を受けてから来てもらうようにす

ることは不可能であろう｡ たとえば ｢妻と母親

との仲が悪 く,間にはさまって困っている｡ ど

うすればよいか｣ ｢子 どもを生んだが,あまり

可愛いという気がせず,育児が苦痛である｡ 私

は母親として失格だろうか｡一体どうすればい

いのか｣ ｢中学生の息子が不登校 になって し

まった｡親 としてどう対応すればよいか｣ と

いった相談は,CPのもとに多数もちこまれる

ものである｡ もし,このような悩みが昂 じて不

眠症やうつ状態におちいり,医療機関を受診 し

た場合には,その人には何 らかの診断名がつけ

られ,｢傷病者｣ とみなされる｡ その上で,心

理学的な援助 も必要 とみなされれば,その場に

働 くCPに面接が委ねられることもあろう｡ し

かし,心理的に追いつめられる前に冷静な判断

のもとに心理相談の場を訪れた場合,その人に

｢まず精神科医の診断を仰いだ上で改めて来談

して下さい｣ と言うことが適切なのかどうかは

大いに疑問であろう｡ もし,その時点で心理相

談を受けることによって,その人がみずからの

悩みをみずからの手で解決できれば,その人は

｢傷病者｣にならずにすむわけである｡ しかし,

CPのもと-来談する人のなかには深い精神病

理を潜ませている人も当然存在 している｡ その

場合には,すみやかに医療機関を紹介 し必要に

応 じて連携できるだけの判断能力を備えた CP

を養成 しておくことによって,全ての来談者を

まず精神科医がスクリーニングするという必要

はなくなるであろう｡ 換言すれば,一定のスク

リーニングの機能を果たせる存在 として CPが

認められることが必要になってくるのである｡

前述の ｢臨床心理業務は医行為に該当するか

否か｣という難問に対 して,小委員会が出した

見解すなわち ｢精神医療分野 (場)で傷病者を

対象とする限 りにおいて｣ という場 と対象の限

定は,このような実情を踏まえた上でのきわめ

て示唆に富む回答であるといえる｡ この見解の

意図が充分に汲みとられた上で,CPが (適切

な良識と節度を保ちながら)国民のメンタルヘ

ルスに寄与するような活動のできやすい形で,

国家資格が制定されることが切に望まれるので

ある｡

諸 外 国 の 例

次に,このような CPの公的資格が,諸外国

ではどのような形をとっているのかについて眺

めてみたい6)｡

(1)アメリカ合衆国の場合

アメリカ合衆国で心理臨床の仕事 に従事す

る場合,法律 は州によって異なるが,ほとん

どの州において公的資格が義務づけられてい

る｡ 公 的資格 に は ｢臨 床 心 理 士｣ (clinical

psychologist)と ｢認定カウンセラー｣(licensed

counselor)がある｡｢認定カウンセラー｣のなか

- 67-



健康人間学 第 7号 1995

には,｢学校カウンセラー｣ (schoolcounselor)

をはじめとして多種のものが含まれている｡

前者は,心理学の大学院の博士課程を終了

し,博士号 (多 くは Ph.D.)を有 しているこ

とが必要条件である｡研究者であると同時に,

資格試験を受けるためには,心理臨床の訓練や

実習の経験を積んでいることが義務づけられて

いる｡

後者は,学部卒業後,心理臨床関係の大学院

の修士課程 を終了 し,修士号 (M.A.または

M.S.)を有していることが必要である｡

(2)イギリスの場合

1960年代までのイギリスでは,臨床心理士は

保健省所管の理事会の定める規定によって運営

されていたが,1968年,イギリス心理学会は次

のような認定制度を設けた｡

4年制大学で心理学を専攻 した者は,卒業

後2年 間,見習 い 臨床 心理士 (probationer

clinicalpsychologist)として指導者ものとで有

給で臨床業務に従事 し,スーパーヴィジョンを

受けた後に受験資格を得ることになる｡資格を

取得すると,3年間は初級臨床心理士として独

立して仕事を行い, 3年以上たつと中級臨床心

理士 (seniorclinicalpsychologist)となり,見

習い臨床心理士を指導する立場となる｡ その上

で,心理学的研究によりph.D.の学位を取得

した者は,上級臨床心理士 (consultantclinical

psychologist)となるのである｡

(3)スウェーデンの場合

スウェーデンにおいては,1978年より,社会

庁 (socialstyrelsen)によって,｢認定心理士｣

(certifiedpsychologist)の国家資格が認定され

ている｡ この資格を取得するためには,大学卒

業後 (大学教育は5年間), 1- 2年の実務訓

練を受けなければならない｡資格審査は,社会

庁による書類審査である｡

この資格を取得後,さらに3年間の実務訓練

を積んだ者に対 しては,｢心理治療士｣ (psy-

chotherapist)という上級 ライセンスが与えら

れることになる｡

以上,いくつかの諸外国の例を眺めてきた｡

いずれの国においても,CPの公的資格の条件

としては相当高い教育水準が義務づけられ,し

かも実践的な訓練が重視されていることが印象

的である｡ 4年制大学を卒業していることなど

は,文字通り最低条件にすぎないのである｡ こ

れらは,心の問題にかかわる専門家とはそう容

易に養成できるものではないという共通した認

識を示すものであろう｡cpの養成には,単に

専門分野の知識と技術を教えるだけでは足 りな

いのである｡ やはり一定の時間をかけて実年齢

の上昇に伴う成熟を待つことも必要であろう

し,その間に幅の広い教養を身につけ,感性を

磨き,他者の心に対する共感性を高め, しか

ち,しっかりした価値観や人間観を身につける

ための基盤を作っておくことが望まれるのであ

る｡ 目に見えた形を伴わない,見方によっては

誰にでもできそうな仕事であるだけに,専門性

を確立することが容易ではないことを自他とも

に肝に命じておかなければならないであろう｡

わが国において公的資格が設定される際に

は,上記のような諸外国の例が充分に参考にさ

れ,取 り入れられることが望まれる｡

あ わ り に

わが国において,長年にわたって関係者の間

で懸案となりながら諸般の事情により日の目を

見ることのなかった CPの国家資格化が,よう

やく厚生省の手で本格的に検討されることに

なった｡筆者は,この20年間,ひとりの CPと

してさまざまな場で心理臨床の仕事にたずさ

わってきた｡その体験をもとに,この間題の経

緯をふり返り,望ましい国家資格のあり方につ

いて若干の考察を行った｡
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